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NO.712
平成26年

7月1日号や ち ま た

風鈴の音が
心地よいころ
となりました

人口の動き　6月1日現在　人口 73,782人（前月比ー76人） 男 37,421人 女 36,361人 世帯数 30,483世帯

　
「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通

知
書
」
と
「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び

納
入
通
知
書
」
を
７
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

　
納
付
の
際
は
納
付
す
る
期
分

の
納
付
書
を
確
認
の
う
え
、
忘

れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
は
、
「
給
付
を
受
け
る

権
利
」
と
同
時
に
「
保
険
税
を

納
め
る
義
務
」
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
税
は
国
民
健
康
保
険
制

度
を
支
え
る
貴
重
な
財
源
で
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
ま
し

ょ
う
。

　
保
険
税
率
は
こ
れ
ま
で
と
変

わ
り
ま
せ
ん
。

　
世
帯
の
合
計
所
得
額
が
基
準

額
（
平
成
26
年
４
月
１
日
に
一

部
拡
充
）
以
下
の
場
合
は
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
（
所
得

申
告
を
し
て
い
な
い
と
軽
減
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
）

①
平
等
割
額
の
軽
減

　
特
定
世
帯
（
同
一
世
帯
内
の

国
保
被
保
険
者
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に

よ
り
、
国
保
被
保
険
者
が
単
身

と
な
っ
た
世
帯
）
は
５
年
間
、

平
等
割
が
１
／
２
軽
減
さ
れ
、

６
〜
８
年
目
の
特
定
継
続
世
帯

は
１
／
４
軽
減
さ
れ
ま
す
。

②
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
軽
減

　
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
適

用
を
受
け
て
い
る
世
帯
で
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行

に
よ
り
国
保
の
被
保
険
者
数
が

減
少
し
て
も
、
所
得
や
世
帯
構

成
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
移
行

前
と
同
様
の
軽
減
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

③
被
扶
養
者
に
係
る
減
免

　
被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と

で
、
当
該
被
保
険
者
の
被
扶
養

者
か
ら
国
保
被
保
険
者
と
な
っ

た
65
歳
以
上
の
方
は
、
軽
減
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
（
申
請
が
必

要
で
す
）

　
平
成
22
年
３
月
31
日
以
降
に

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職

さ
れ
た
65
歳
未
満
の
方
で
、
雇

用
保
険
特
定
受
給
資
格
者
お
よ

び
特
定
理
由
離
職
者
（
非
自
発

的
失
業
者
）
の
方
は
離
職
の
翌

日
か
ら
そ
の
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
軽

減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
会
社
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
時
点
で
終
了
で
す
。

ー
納
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を
ー

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方

法
は
、
「
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）
」
と
「
普
通
徴

収
（
口
座
振
替
や
納
付
書
に
よ

る
納
付
）
」
の
２
種
類
で
す
。

　
特
別
徴
収
の
対
象
者
は
、
世

帯
主
を
含
め
た
国
民
健
康
保
険

加
入
者
全
員
が
65
歳
か
ら
74
歳

ま
で
の
世
帯
で
あ
っ
て
、
年
金

受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
で
、

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険

料
を
合
わ
せ
た
額
が
、
年
金
額

の
１
／
２
を
超
え
な
い
方
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
特
別
徴
収
対

象
者
で
保
険
税
を
確
実
に
納
付

さ
れ
て
い
た
方
は
、
市
に
申
し

出
る
こ
と
に
よ
り
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
へ
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
10
月
か
ら
特
別
徴
収
を
開
始

す
る
方
は
、
納
税
通
知
書
の
課

税
世
帯
の
明
細
書
の
「
年
金
か

ら
天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
く
税

額
」
欄
に
税
額
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

※
災
害
や
火
災
、
病
気
、
倒
産

ま
た
は
リ
ス
ト
ラ
に
よ
る
失
業

な
ど
で
、
国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
が
ど
う
し
て
も
困
難
な
と

き
は
、
分
割
納
付
や
納
付
期
限

の
延
長
、
減
免
制
度
の
適
用
な

ど
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

平
成
26
年
度
分
の
保
険
税
（
料
）
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

国 民 健 康 保 険 税 の 算 定 内 訳

医療保険分
6.3％
20％

 22,000円
 35,000円
510,000円

後期支援分
1.7％

－
  9,000円

－
140,000円

介護納付分
1.0％

－
11,000円

－
120,000円

税　　　　　率
計　算　方　法

（前年中の所得－33万円）×税率
固定資産税額（土地･家屋）×税率
年間１人当たりの税額
年間１世帯当たりの税額
打ち切り額

区　分

所得割
資産割
均等割
平等割
限度額

国
民
健
康
保
険
税

国
民
健
康
保
険
税

保

険

税

率

保

険

税

率

保

険

税

の

軽

減

保

険

税

の

軽

減

国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
　
　
　
納
付
方
法

国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
　
　
　
納
付
方
法

非
自
発
的
理
由
で
離
職

さ
れ
た
方
は
申
請
を

非
自
発
的
理
由
で
離
職

さ
れ
た
方
は
申
請
を

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
、
国
保

年
金
課
ま
た
は
納
税
課
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
た
方
が
、
年
度
の
途
中
で
75

歳
を
迎
え
ら
れ
た
場
合
、
国
民

健
康
保
険
に
代
わ
り
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
75
歳
の
前
月

分
ま
で
は
国
民
健
康
保
険
税
と

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
75
歳
の
月
か
ら
は
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
か
か

り
、
後
日
納
付
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

ー
納
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を
ー

平
成
26
年
度
分
の
保
険
税
（
料
）
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

年
度
の
途
中
で
75
歳
を

　
　
迎
え
ら
れ
る
方
へ

年
度
の
途
中
で
75
歳
を

　
　
迎
え
ら
れ
る
方
へ

年
度
の
途
中
で
65
歳
を

　
　
　
　
　迎
え
ら
れ
る
方
へ

　
年
度
の
途
中
で
満
65
歳
を
迎

え
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
介

護
分
と
し
て
納
め
て
い
た
介
護

保
険
料
の
納
め
方
が
変
更
に
な

り
ま
す
。

　
後
日
、
個
別
に
納
付
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く

だ
さ
い
。

問
高
齢
者
福
祉
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
９
１

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

問問
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開
放
期
間

　
７
月
26
日
〜
８
月
17
日

　
（
天
候
な
ど
に
よ
り
休
場
す

　
　
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

休
場
日
（
点
検
日
）

　
７
月
28
日
㈪
、

　
８
月
４
日
㈪
、
11
日
㈪

利
用
時
間

　
午
　
前
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
午
後
Ａ
　
午
後
１
時
〜
３
時

　
午
後
Ｂ
　
午
後
３
時
〜
５
時

定
各
区
分
と
も
50
人

対
市
内
在
住
の
方

・
未
就
学
児
は
お
む
つ
が
取
れ

　
て
い
る
こ
と
と
保
護
者
と
一

　
緒
の
入
水
が
必
要
。

・
小
学
生
は
保
護
者
の
付
き
添

　
い
お
よ
び
同
意
書
が
必
要
。

・
中
学
生
・
高
校
生
は
保
護
者

　
の
同
意
書
が
必
要
。

※
同
意
書
（
プ
ー
ル
カ
ー
ド
）

は
７
月
10
日
㈭
か
ら
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
開
放
期
間
中
は
そ
れ

ぞ
れ
の
プ
ー
ル
で
も
同
意
書

（
プ
ー
ル
カ
ー
ド
）
を
配
布
し

ま
す
。

入
場
料
　
無
料

申
当
日
プ
ー
ル
で
受
け
付
け
。

　
（
１
回
の
申
請
で
１
区
分
）

注
意
事
項

　
次
の
方
は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

　
・
酒
気
を
帯
び
た
方
。

　
・
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
方
。

　
・
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
方
。

　
・
ペ
ッ
ト
連
れ
の
方
。

　
保
護
者
の
方
は
、
幼
児
・
児

　
童
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
く

　
だ
さ
い
。
プ
ー
ル
の
最
深
部

　
は
1
・
3
ｍ
あ
り
ま
す
。

　
プ
ー
ル
の
飛
び
込
み
は
禁
止

　
で
す
。

　
貴
重
品
な
ど
は
十
分
注
意
し

　
て
各
自
で
管
理
し
て
く
だ
さ

　
い
。

　
自
転
車
は
必
ず
鍵
を
か
け
る

　
な
ど
し
て
、
盗
難
に
注
意
し

　
て
く
だ
さ
い
。

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
４
４
３
―
１
４
６
５

八
街
北
中
学
校
・
八
街
南
中
学
校
の
　

　
　
　
　
　
　
プ
ー
ル
を
開
放
し
ま
す

　
市
で
は
、
核
の
な
い
平
和
な

世
界
を
願
い
、
昭
和
59
年
９
月

に
非
核
平
和
都
市
宣
言
を
決
議

し
て
い
ま
す
。

　
今
年
も
ま
た
、
原
爆
記
念
日

が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
あ
の
広
島
、
長
崎
の
惨
状
を

今
に
伝
え
る
多
く
の
写
真
を
展

示
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
改
め
て
平
和

の
尊
さ
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

時
７
月
25
日
〜
８
月
17
日

場
中
央
公
民
館

問
総
務
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
３

原
爆
写
真
の
パ
ネ
ル
を
展
示
し
ま
す

原
爆
写
真
の
パ
ネ
ル
を
展
示
し
ま
す

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人

ひ
と
り
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
納
付
方
法
は
、
年
金
受
給

額
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
特

別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

と
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や
納

付
書
に
よ
る
納
付
）
の
２
種
類

で
す
が
、
特
別
徴
収
が
優
先
さ

れ
ま
す
。

①
４
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

　
れ
て
い
る
方

　
す
で
に
仮
徴
収
（
４
月
・
６

月
・
８
月
の
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
決
定

し
た
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
を
差

し
引
い
た
残
額
を
、
10
月
か
ら

２
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
納
付
済
み
の
保
険
料
が
、
決

定
し
た
保
険
料
額
を
上
回
る
場

合
は
、
後
日
通
知
の
う
え
、
差

額
を
お
返
し
し
ま
す
。

②
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
な
い

　
方

　
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円

未
満
の
方
や
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
１

/
２
を
超
え
る
方
は
、
口
座
振

替
や
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
納
期
数
は
、

国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険

料
と
同
じ
８
回
（
７
月
か
ら
翌

年
の
２
月
ま
で
）
と
な
り
ま
す
。

③
10
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

　
れ
る
方

　
平
成
25
年
10
月
１
日
か
ら
平

成
26
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に

八
街
市
に
転
入
さ
れ
た
方
や
75

歳
に
な
ら
れ
た
方
（
②
の
方
は

除
く
）
な
ど
は
、
７
月
か
ら
９

月
ま
で
は
納
付
書
で
納
付
し
て

い
た
だ
き
、
10
月
の
年
金
か
ら

天
引
き
を
開
始
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
国
民
年
金
（
老
齢
基

礎
年
金
）
を
優
先
し
、
１
つ
の

年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
の
で
、

優
先
順
位
が
２
番
目
以
降
の
年

金
が
基
準
額
以
上
で
あ
っ
て
も

保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
算
定
の
基
礎

・
均
等
割
額
　
３
８
７
０
０
円

・
所
得
割
率
　
７
・
43
％

・
保
険
料
の
上
限
額
　
57
万
円

保
険
料
の
納
付
方
法
の
変
更

　
す
で
に
、
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
天
引
き
）
を
さ
れ
て
い
る

方
も
、
市
に
申
し
出
る
こ
と
で

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
選
択

で
き
ま
す
。

保
険
料
軽
減
措
置

　
平
成
26
年
度
の
保
険
料
軽
減

措
置
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

に
軽
減
額
等
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

　
者
と
世
帯
主
の
合
計
所
得
が

　
軽
減
判
定
以
下
の
世
帯
は
均

　
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　
入
す
る
直
前
、
「
会
社
な
ど

　
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
」

　
で
あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
は

　
か
か
ら
ず
、
均
等
割
が
９
割

　
軽
減
さ
れ
ま
す
。

③
所
得
割
を
負
担
す
る
方
の
う

　
ち
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

　
金
額
が
58
万
円
以
下
の
方
は
、

　
所
得
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

　
す
。
（
年
金
収
入
で
１
５
３

　
万
円
以
上
２
１
１
万
円
以
下

　
の
方
）

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
の
申
請
を

　
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
が
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
た
と
き
、
同
じ
医
療

機
関
で
同
じ
月
の
窓
口
で
の
支

払
い
が
一
定
の
金
額
に
抑
え
ら

れ
る
と
と
も
に
、
入
院
し
た
場

合
は
、
病
院
窓
口
で
支
払
う
入

院
時
の
医
療
費
負
担
額
と
食
事

代
が
軽
減
さ
れ
る
認
定
証
交
付

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
平
成
26
年
７
月
31
日
ま

で
の
有
効
期
限
の
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
で
、
更
新
時
に
お
い

て
も
該
当
す
る
方
に
は
、
認
定

証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯

の
所
得
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
８
月
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
新
し

い
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に

簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
し
ま
す

が
、
届
か
な
い
場
合
は
国
保
年

金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
（
草
色
）

は
、
有
効
期
限
が
平
成
27
年
７

月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

問
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後期高齢者医療制度保険料均等割軽減措置

９ 割

５ 割

２ 割

34,830円 
被保険者の全員が年金収入で80万円以
下の世帯（その他の所得がない）
所得額が33万円以下の世帯
所得額が33万円＋被保険者数×24万5
千円以下の世帯
所得額が33万円＋被保険者数×45万円
以下の世帯

軽減率 軽 減 額 判定基準（世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計金額）

32,895円 

19,350円 

7,740円 

8.5割
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療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

問

対定

問 申問 時場
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交
通
災
害
共
済
は
、
交
通
事

故
で
死
亡
ま
た
は
ケ
ガ
を
し
て

入
院
・
通
院
を
し
た
と
き
に
見

舞
金
を
お
く
る
、
市
民
が
お
互

い
を
助
け
合
う
共
済
制
度
で
す
。

　
見
舞
金
の
対
象
と
な
る
事
故

は
、
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
な

ど
に
よ
る
交
通
事
故
の
う
ち
人

身
事
故
の
み
で
、
自
動
車
安
全

セ
ン
タ
ー
か
ら
、
交
通
事
故
証

明
書
が
発
行
さ
れ
た
事
故
で
す
。

共
済
見
舞
金

　
死
亡
　
１
５
０
万
円

　
ケ
ガ
　
２
〜
50
万
円
　

身
体
障
害
見
舞
金
　
50
万
円

交
通
遺
児
見
舞
金

　
遺
児
一
人
に
つ
き
10
万
円

共
済
掛
金

　
年
間
一
人
　
７
０
０
円

共
済
期
間

　
９
月
１
日
〜
翌
年
８
月
31
日

受
付
場
所
　
市
役
所
防
災
課

受
付
時
間
　
午
後
１
時
〜
５
時

（
７
月
10
日
㈭
か
ら
受
付
開
始
）

出
張
受
付
日
程

○
７
月
10
日
㈭

・
午
前
９
時
〜
10
時

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　
大
谷
流
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

・
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　
東
吉
田
集
会
所

・
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

　
西
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

○
７
月
11
日
㈮

・
午
前
９
時
〜
10
時

　
住
野
公
民
館

・
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　
文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

・
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

　
泉
台
区
民
セ
ン
タ
ー

○
７
月
17
日
㈭

・
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

　
南
部
老
人
憩
い
の
家

・
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

　
山
田
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

※
市
内
の
小
・
中
学
校
に
在
籍

し
て
い
る
児
童
・
生
徒
や
市
内

の
保
育
園
・
幼
稚
園
で
集
団
加

入
し
て
い
る
お
子
さ
ん
は
、
加

入
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

問
防
災
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
９

　
市
で
は
、
公
共
の
場
（
市
有

地
）
の
ハ
チ
の
巣
駆
除
は
行
っ

て
い
ま
す
が
、
宅
地
内
な
ど
の

場
合
は
、
所
有
者
ま
た
は
、
管

理
者
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
害
虫
防
除
に
つ
い
て

は
、
専
門
業
者
で
構
成
し
て
い

る
千
葉
県
害
虫
防
除
協
同
組
合

事
務
局
（
☎
２
２
１
―
０
０
６

４
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
有
料
で
す
）

問
環
境
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
０
６

ハ
チ
の
巣
の
駆
除
は
専
門
業
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

地
区
別
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す

　
次
期
総
合
計
画
を
策
定
す
る

に
あ
た
り
、
市
と
市
民
と
の
協

働
の
視
点
か
ら
市
内
各
小
学
校

区
ご
と
に
、
意
見
交
換
を
行
い

ま
す
。

・
７
月
５
日
㈯

　
市
役
所
第
１
会
議
室

　
八
街
東
小
学
校
区

・
７
月
６
日
㈰

　
六
区
農
村
集
落
セ
ン
タ
ー

　
笹
引
小
学
校
区

・
７
月
12
日
㈯

　
泉
台
区
民
セ
ン
タ
ー

　
八
街
北
小
学
校
区

・
７
月
13
日
㈰

　
住
野
老
人
憩
い
の
家

　
朝
陽
小
学
校
区

・
７
月
27
日
㈰

　
中
央
公
民
館

　
実
住
小
学
校
区

※
全
て
午
後
２
時
〜
５
時

◎
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

◎
対
象
の
小
学
校
区
以
外
の
会

場
も
参
加
で
き
ま
す
。

問
企
画
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
４

地
区
別
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す

八
街
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
病
院
で
支
払
う
医
療
費
負
担

額
が
軽
減
さ
れ
る
認
定
証
の
交

付
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
７
月
31
日
ま
で
の

有
効
期
限
の
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
で
、
引
き
続
き
該
当
す
る

方
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方

で
、
認
定
証
を
希
望
さ
れ
る
方

は
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で

認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
交
付
さ
れ
た
認
定
証
を
医
療

機
関
へ
提
示
す
る
と
次
の
よ
う

な
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

　・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
世
帯
主
と
国
保
加
入
者
全
員

が
市
県
民
税
非
課
税
で
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

75
歳
未
満
の
方
が
医
療
機
関
を

受
診
す
る
場
合
、
自
己
負
担
額

と
入
院
時
の
食
事
代
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

　認
定
証

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

て
い
る
70
歳
未
満
の
方
が
医
療

機
関
を
受
診
す
る
際
、
自
己
負

担
限
度
額
の
み
の
支
払
い
と
な

り
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額

　減
額
認
定
証

　
世
帯
主
と
加
入
者
全
員
が
市

県
民
税
非
課
税
で
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
70
歳

未
満
の
方
が
入
院
し
た
場
合
、

食
事
代
の
み
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
所
得
の
申
告
が
な
い
世
帯
に

は
、
認
定
証
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

※
70
歳
未
満
の
方
で
国
民
健
康

保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯
に

は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
と
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯

の
所
得
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

※
ベ
ッ
ド
代
な
ど
の
自
費
分
は
、

対
象
外
で
す
。

問
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

　
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
有

効
期
間
が
、
７
月
31
日
で
満
了

と
な
り
ま
す
。

　
新
し
い
受
給
者
証
は
、
７
月

下
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
す
が
、

届
か
な
い
場
合
に
は
国
保
年
金

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い

る
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
は
、
８
月
１
日
以
降
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

有
効
期
間
が
満
了
と
な
り
ま
し

た
ら
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う

ハ
サ
ミ
な
ど
で
裁
断
し
破
棄
し

て
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

八
街
市
教
育
振
興
基
本
計
画（
案
）へ
の
ご
意
見
を
募
集

　
教
育
委
員
会
で
は
、
教
育
の

今
後
の
10
年
間
（
平
成
26
年
度

〜
35
年
度
）
の
方
向
性
を
示
す

八
街
市
教
育
振
興
基
本
計
画

（
案
）
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策

に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
で
す
。

　
そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
の
ご
意
見
を
広
く
お
伺
い
す

る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
手
続
き
を
実
施
し
ま
す
。

●
意
見
を
募
集
す
る
内
容

　
八
街
市
教
育
振
興
基
本
計
画

（
案
）

●
募
集
期
間

  

７
月
１
日
〜
７
月
31
日

●
閲
覧
場
所

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
庶
務
課
（
土
曜
・
日
曜
・
祝

　
日
を
除
く
）

・
中
央
公
民
館
（
休
館
日
を
除

　
く
）

●
応
募
資
格

・
市
内
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在

学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
、
営
業
所
が

あ
る
方

●
意
見
の
提
出
方
法

　
庶
務
課
へ
電
子
メ
ー
ル
、
郵

送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
、
直
接
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
さ
れ
た
ご
意
見
に
つ
い

て
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
個
人
情
報
以
外
の
意
見
の
要

旨
や
、
こ
れ
に
対
す
る
市
の
考

え
方
な
ど
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
公
表
し
ま
す
。
（
類
似
す

る
意
見
は
集
約
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
）

問
庶
務
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
４
２

　
　
４
４
３
│
１
４
４
８

　
　shomu@city.yachimata.lg.jp

ハ
チ
の
巣
の
駆
除
は
専
門
業
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

八
街
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

八
街
市
教
育
振
興
基
本
計
画（
案
）へ
の
ご
意
見
を
募
集

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

問問

問 問

問問

Eﾒｰﾙ
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消
防
組
合
で
は
、
平
成
27
年

４
月
１
日
付
け
で
採
用
す
る
職

員
の
採
用
試
験
を
平
成
26
年
度

印
旛
郡
市
職
員
採
用
共
同
試
験

に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

　
受
験
申
込
み
は
、
１
団
体

（
消
防
組
合
ま
た
は
市
、
町
）

に
限
り
ま
す
。
併
願
が
判
明
し

た
場
合
は
失
格
と
な
り
ま
す
。

採
用
予
定
人
数
お
よ
び
職
務
の

内
容

・
消
防
　
４
人
程
度

・
救
急
救
命
士
　
１
人
程
度

受
験
資
格

・
消
防

　
昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平

　
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
方

・
救
急
救
命
士

　
昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平

　
成
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
方
で
、
救
急
救
命
士

　
の
資
格
を
有
す
る
方
ま
た
は

　
平
成
27
年
春
季
ま
で
に
資
格

　
を
取
得
見
込
み
の
方

※
消
防
お
よ
び
救
急
救
命
士
と

も
に
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

試
験
（
印
旛
郡
市
職
員
採
用
共

同
試
験
）

時
９
月
21
日
㈰

場
佐
倉
市
立
佐
倉
中
学
校

受
付
期
間

　
７
月
29
日
〜
８
月
15
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
８
月
15
日
㈮

　
消
印
有
効

問
佐
倉
市
八
街
市
酒
々
井
町
消

　
防
組
合
消
防
本
部
総
務
課

　
☎
４
８
１
│
１
１
９
０

佐
倉
市
八
街
市
酒
々
井
町
消
防
組
合
職
員
採
用
試
験

11
月
の
移
動
交
番
情
報

11
月
の
移
動
交
番
情
報

7
月
の
移
動
交
番
情
報

※
午
前
：
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
　
午
後
：
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

※
諸
事
情
に
よ
り
開
設
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
八
街
幹
部
交
番
☎
４
４
３
│
１
１
１
０

開
設
日
時

4
日
㈮
・
23
日
㈬
・
31
日
㈭
午
前

９
日
㈬
午
前
、
10
日
㈭
・
17
日
㈭
午
後

コ
メ
リ
八
街
中
央
店

ラ
ン
ド
ロ
ー
ム
東
吉
田
店

９
日
㈬
午
後

泉
台
区
民
セ
ン
タ
ー

10
日
㈭
・
22
日
㈫
午
前

文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

15
日
㈫
午
後

上
砂
農
村
広
場

開
設
場
所

１
日
㈫
午
前
、
22
日
㈫
午
後

カ
ス
ミ
朝
日
店

17
日
㈭
午
前

住
野
老
人
憩
い
の
家

4
日
㈮
午
後
、
14
日
㈪
・
24
日
㈭
午
前

１
日
㈫
・
14
日
㈪
・
23
日
㈬
午
後

八
街
駅
南
口

24
日
㈭
午
後

富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

イ
オ
ン
八
街
店

問

7
月
の
移
動
交
番
情
報

佐
倉
市
八
街
市
酒
々
井
町
消
防
組
合
職
員
採
用
試
験

　
市
内
に
は
39
の
地
区
が
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
開
催
が
予
定
さ
れ

て
い
る
主
な
地
域
イ
ベ
ン
ト
を

紹
介
し
ま
す
。

《
一
区
》
（
区
民
対
象
）

○
納
涼
盆
踊
り
大
会

時
８
月
９
日
㈯

　
午
後
６
時
〜
９
時

場
一
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

内
踊
り
・
模
擬
店
・
金
魚
す
く
い

問
清
水
篤

　
☎
４
４
３
│
０
３
７
４

○
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

時
８
月
31
日
㈰

　
午
前
８
時
〜
午
後
３
時

場
北
部
グ
ラ
ウ
ン
ド

内
町
内
対
抗
戦

問
佐
藤
利
明

　
☎
４
４
３
│
２
６
２
７

《
二
区
》
（
区
民
対
象
）

○
親
子
３
代
納
涼
盆
踊
り
大
会

時
８
月
15
日
㈮

　
午
後
６
時
〜
８
時

場
二
区
青
年
館
横
児
童
公
園

内
踊
り
・
模
擬
店
・
子
ど
も
み

　
こ
し

問
新
宮
護

　
☎
４
４
３
│
３
７
３
３

《
三
区
》
（
区
民
対
象
）

○
三
区
納
涼
盆
踊
り

時
８
月
９
日
㈯

　
午
後
６
時
30
分
〜
９
時

※
雨
天
の
場
合
は
８
月
10
日
㈰

場
三
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

内
踊
り
・
模
擬
店
・
抽
選
会
・

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
紹
介

　
ゲ
ー
ム

問
原
　
弘
行

　
☎
４
４
４
│
０
６
２
２

《
四
区
》
（
区
民
対
象
）

○
四
区
親
睦
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

　
ン
大
会

時
７
月
27
日
㈰

　
午
前
９
時
〜
午
後
２
時

場
実
住
小
学
校
体
育
館

内
ボ
ー
ル
送
り
・
風
船
割
り
・ 

　
パ
ン
食
い
競
走
・
ゲ
ー
ム

○
四
区
盆
踊
り
大
会

時
８
月
２
日
㈯

　
午
後
７
時
〜
９
時

場
四
区
豊
川
稲
荷
神
社

内
踊
り
・
模
擬
店
・
抽
選
会

問
戸
室
英
雄

　
☎
４
４
３
│
０
０
６
６

《
五
区
》
（
区
民
対
象
）

○
五
区
夏
祭
り

時
７
月
27
日
㈰

　
午
後
６
時
30
分
〜
８
時
30
分

　
※
雨
天
中
止

場
五
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

内
踊
り
・
模
擬
店
・
ビ
ン
ゴ

問
長
谷
川
勲

　
☎
４
４
４
│
０
５
５
２
　
　

《
六
区
》
（
区
民
対
象
）

○
六
区
夏
祭
り

時
８
月
2
日
㈯

　
午
後
３
時
〜
９
時

場
六
区
私
営
グ
ラ
ウ
ン
ド

内
流
し
そ
う
め
ん
・
ビ
ン
ゴ
ゲ

　
ー
ム
・
模
擬
店

※
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
参
加
者

　
募
集

問
渡
辺
雅
士
☎
０
９
０
│
３
５

　
３
６
│
９
０
８
５

《
大
東
区
》
（
市
民
対
象
）

○
大
東
区
60
周
年
記
念

　
大
東
区
民
納
涼
大
会

時
８
月
２
日
㈯
　

　
午
後
６
時
30
分
〜
９
時

※
雨
天
の
場
合
は
８
月
３
日
㈰

場
大
東
区
子
ど
も
の
遊
び
場

内
踊
り
・
花
火
・
模
擬
店
（
午

　
後
５
時
〜
）

問
山
本
英
雄

　
☎
４
４
３
│
２
８
５
７

《
朝
日
区
》
（
区
民
対
象
）

○
朝
日
区
納
涼
盆
踊
り
大
会

時
８
月
２
日
㈯

　
午
後
６
時
〜

場
朝
日
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
タ
ー
隣
特
設
会
場

内
朝
日
太
鼓
・
模
擬
店

問
加
瀨
大
作

　
☎
４
４
４
│
１
５
３
４

《
東
吉
田
区
》
（
区
民
対
象
）

○
盆
踊
り
大
会

時
８
月
14
日
㈭

　
午
後
７
時
30
分
〜
９
時
30
分

※
雨
天
の
場
合
は
８
月
15
日
㈮

場
東
吉
田
集
会
所

内
踊
り
・
模
擬
店
・
抽
選
会

問
三
須
さ
た
子

　
☎
４
４
３
│
０
５
１
０

《
富
山
区
》
（
区
民
対
象
）

○
納
涼
盆
踊
り
大
会

時
８
月
２
日
㈯

　
午
後
１
時
〜
２
時
30
分

　
（
子
ど
も
み
こ
し
）

　
午
後
５
時
〜
９
時

　
（
踊
り
・
太
鼓
・
模
擬
店
）

※
雨
天
の
場
合
は
８
月
３
日
㈰

場
富
山
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
タ
ー

○
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

時
８
月
24
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
午
後
０
時
30
分

場
北
部
グ
ラ
ウ
ン
ド

問
佐
々
木
謙
四
郎

　
☎
４
４
３
│
３
４
７
７

《
大
関
区
》
（
区
民
対
象
）

○
大
関
区
納
涼
大
会

時
７
月
26
日
㈯

　
午
後
５
時
〜
９
時

場
本
昌
寺
下
駐
車
場

内
踊
り
・
模
擬
店
・
ゲ
ー
ム
大

　
会

問
今
井
勝
彦

　
☎
４
４
４
│
３
２
８
４

《
榎
戸
区
》

（
区
民
・
近
隣
住
民
対
象
）

○
榎
戸
区
盆
踊
り
大
会

時
７
月
20
日
㈰

　
午
後
4
時
〜
９
時

場
榎
戸
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

内
踊
り
・
模
擬
店
・
和
太
鼓

問
松
下
正
治

　
☎
４
４
４
│
４
４
８
１

《
泉
台
区
》
（
区
民
対
象
）

○
第
31
回
泉
台
区
夏
祭
り
大
会

時
７
月
19
日
㈯

　
午
前
11
時
〜

　
（
子
ど
も
み
こ
し
）

　
午
後
６
時
〜
９
時

　
（
踊
り
・
模
擬
店
・
み
こ
し
）

場
榎
戸
第
一
児
童
公
園

問
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎
４
４
３
│
６
６
８
４

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
紹
介

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

問 時場

問 時場内問 時場内問 時場内時場内

問問 時場内問 時場内

時問 場内問 時場内問 時場内

問

時場

時場問 時場内問 時場内問 時場

問 時場内 時場内
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《
み
ど
り
台
区
》
（
区
民
対
象
）

○
み
ど
り
台
夏
祭
り
大
会

時
７
月
26
日
㈯

　
午
前
10
時
〜
正
午

　
（
子
ど
も
み
こ
し
）

　
午
後
５
時
〜
10
時

　
（
踊
り
・
模
擬
店
・
抽
選
会
）

場
み
ど
り
台
第
一
児
童
公
園

※
雨
天
の
場
合
は
み
ど
り
台
コ 

　
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

問
小
原
利
光

　
☎
４
４
４
│
６
６
６
３

《
文
違
区
》 

（
区
民
対
象
）

○
ふ
る
さ
と
文
違
納
涼
盆
踊
り

　
大
会

時
８
月
９
日
㈯

　
午
後
５
時
〜
9
時

場
イ
オ
ン
八
街
店
第
２
駐
車
場

内
踊
り
・
模
擬
店
・
抽
選
会

問
奥
光
廣

　
☎
４
４
３
│
５
１
４
３

《
藤
の
台
区
》 

（
区
民
対
象
）

○
夏
ま
つ
り

時
７
月
26
日
㈯

　
午
後
３
時
〜
５
時

場
藤
の
台
区
集
会
所
広
場

内
模
擬
店
・
ゲ
ー
ム
大
会

問
佐
藤
た
い
子

　
☎
４
４
３
│
６
４
８
７

《
真
井
原
区
》
（
市
民
対
象
）

○
納
涼
盆
お
ど
り
大
会

時
７
月
19
日
㈯

　
午
後
4
時
〜
9
時

※
雨
天
の
場
合
７
月
20
日
㈰

場
真
井
原
公
民
館

内
模
擬
店
・
カ
ラ
オ
ケ
・
ゲ
ー
ム

問
井
野
愼
一

　
☎
４
４
３
│
１
３
３
３

《
西
林
区
》
（
市
民
対
象
）

○
盆
踊
り
大
会

時
７
月
26
日
㈯

　
午
後
５
時
30
分
〜
８
時

※
雨
天
の
場
合
７
月
27
日
㈰

場
西
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

内
子
ど
も
み
こ
し
・
踊
り
・
模

　
擬
店

問
石
井
秀
一

　
☎
４
４
４
│
２
３
５
７

《
夕
日
丘
区
》
（
区
民
対
象
）

○
夏
祭
り
大
会

時
８
月
２
日
㈯

　
午
後
６
時
〜
９
時

場
松
林
公
民
館

内
踊
り
・
模
擬
店
・
ゲ
ー
ム
大
会

問
綿
古
里
道
夫

　
☎
４
４
３
│
５
１
０
７

《
山
田
台
区
》
（
市
民
対
象
）

○
八
街
ふ
れ
あ
い
夏
ま
つ
り

時
８
月
23
日
㈯

　
午
後
４
時
〜
９
時

※
雨
天
の
場
合
は
８
月
24
日
㈰

場
山
田
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
タ
ー

内
踊
り
・
模
擬
店
・
ゲ
ー
ム
大

　
会
・
抽
選
会

問
古
川
宏
史

　
☎
４
４
５
│
３
９
３
１

《
希
望
ヶ
丘
区
》

（
自
治
会
会
員
対
象
）

○
ボ
ー
リ
ン
グ
大
会

時
７
月
６
日
㈯

　
午
後
１
時
〜
４
時

場
八
街
ヤ
ン
グ
ボ
ー
ル

内
ボ
ー
リ
ン
グ
・
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム

問
石
井
広
高

　
☎
４
４
１
│
１
４
４
５

《
ガ
ー
デ
ン
タ
ウ
ン
区
》

（
区
民
対
象
）

○
ガ
ー
デ
ン
タ
ウ
ン
夏
祭
り

時
８
月
23
日
㈯

　
午
後
５
時
〜
７
時
30
分

場
ガ
ー
デ
ン
タ
ウ
ン
第
一
公
園

　
（
雨
天
時
は
集
会
所
）

内
模
擬
店
・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

問
諸
石
雅
典

　
☎
４
４
５
│
６
７
５
０

平
成
26
年
度
（
７
月
〜
平
成
27

年
６
月
分
）
申
請
受
付
を
開
始

し
ま
し
た

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

と
き
は
、
免
除
・
猶
予
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
を
納

め
や
す
く
す
る
た
め
、
全
額
・

3
/
4
・
半
額
・
１
/
４
の
４

段
階
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
20
歳
代
の
方
が
対
象

の
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

も
あ
り
ま
す
。

　
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
は
、

本
人
・
配
偶
者
お
よ
び
免
除
申

請
の
場
合
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
定
め
ら
れ
た
基
準
に
該
当
す

る
こ
と
が
要
件
で
す
。

　
免
除
・
猶
予
に
は
、
年
度
ご

と
の
申
請
が
必
要
で
す
。
（
た

だ
し
、
継
続
承
認
さ
れ
て
い
る

方
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

〈
手
続
き
に
必
要
な
も
の
〉

○
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

　
番
号
の
わ
か
る
も
の

○
印
鑑

※
平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
の

転
入
者
や
、
失
業
な
ど
の
た
め

申
請
す
る
場
合
は
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
土
・
日
・
祝
日
は
申
請
を
受

け
付
け
し
て
い
ま
せ
ん
。

問
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

　
猶
予
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

〜
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立

ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ

ラ
〜

　
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な

運
動
で
す
。

　
八
街
市
推
進
委
員
会
で
は
７

月
を
強
調
月
間
と
し
て
、
犯
罪

や
非
行
を
抑
止
す
る
力
や
再
犯

を
防
止
す
る
力
を
高
め
、
安
全

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ

く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

◎
広
報
車
で
の
市
内
広
報
活
動

時
７
月
８
日
㈫

　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

◎
街
頭
Ｐ
Ｒ
活
動

時
７
月
８
日
㈫

　
午
後
４
時
〜
６
時
30
分

場
Ｊ
Ｒ
八
街
駅
・
市
内
の
各
ス 

　
ー
パ
ー

※
こ
の
運
動
を
P
R
す
る
た
め

に
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ケ
ッ

ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
を
配
布
し

ま
す
。

問
社
会
福
祉
課

　
☎
４
４
３
│
１
６
２
２

第
64
回『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』

お
互
い
に

　
　
も
て
た
ら
い
い
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
思
い
や
り

　
夏
休
み
に
入
る
こ
の
時
期
は
、

子
ど
も
た
ち
や
若
者
の
開
放
感

か
ら
起
こ
る
事
故
や
交
通
量
の

増
加
な
ど
に
よ
る
交
通
事
故
の

発
生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
車
を
運
転
す
る
方
は
、
無
謀

運
転
や
飲
酒
運
転
な
ど
を
絶
対

に
し
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

  

ま
た
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
や
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
は
必
ず
着
用
し

て
く
だ
さ
い
。

  

歩
行
者
の
方
は
、
無
理
な
横
断

が
事
故
の
原
因
と
な
り
ま
す
の

で
、
横
断
歩
道
な
ど
安
全
確
認

が
で
き
る
と
こ
ろ
で
横
断
す
る

な
ど
、
日
頃
か
ら
事
故
に
遭
わ

な
い
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

運
動
の
重
点
目
標

○
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事 

　
故
防
止

○
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

○
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

　
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

　
正
し
い
着
用
の
徹
底
　

○
飲
酒
運
転
の
根
絶
　

問
佐
倉
警
察
署

　
☎
４
８
４
│
０
１
１
０

夏
の
交
通
安
全
運
動 

７
月
20
日
〜
31
日 

　
印
旛
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー

で
は
、
國
學
院
大
學
准
教
授
内

川
隆
志
氏
に
よ
る
講
演
お
よ
び

発
掘
調
査
を
実
施
し
た
遺
跡
の

調
査
成
果
の
発
表
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
回
発
表
す
る
遺
跡

の
展
示
を
中
心
と
し
た
最
新
出

土
考
古
資
料
展
も
開
催
し
ま
す
。

第
18
回
遺
跡
発
表
会

時
７
月
26
日
㈯

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時
30
分

場
佐
倉
市
民
音
楽
ホ
ー
ル

内
講
演
「
鏡
と
信
仰
―
和
鏡
の

　
　
　
成
立
と
展
開
―
」

発
表
①
名
木
不
光
寺
遺
跡

　
　
〔
成
田
市
〕
（
中
世
）

②
飯
塚
台
遺
跡
〔
四
街
道
市
〕

　
（
縄
文
）

③
郷
辺
田
遺
跡
（
第
１
〜
４
次
）

　
・
中
ノ
台
遺
跡
〔
富
里
市
〕

　
（
奈
良
･
平
安
時
代
）

費
無
料

最
新
出
土
考
古
資
料
展

時
７
月
５
日
〜
11
月
28
日

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
30
分

場
印
旛
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー

費
無
料

問
（
公
財
）
印
旛
郡
市
文
化
財

　
セ
ン
タ
ー

　
☎
４
８
４
│
０
１
２
６

第
18
回
遺
跡
発
表
会
お
よ
び

最
新
出
土
考
古
資
料
展
を
開
催

夏
の
交
通
安
全
運
動 

７
月
20
日
〜
31
日 

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

　
猶
予
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

第
64
回『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』

第
18
回
遺
跡
発
表
会
お
よ
び

最
新
出
土
考
古
資
料
展
を
開
催

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

問時問 時場

問

時場内

費問 時場費

問 時場問 時場内

問 時場内問 時場内時

問 場内問 時場内時場内

問問 時場内問 時場内



平成26年7月1日 6やちまた
八
街
を
良
く
す
る
市
民
の
集
い

時
７
月
13
日
㈰

　
午
後
１
時
〜
３
時

場
中
央
公
民
館

内
講
演
や
話
し
合
い

問
木
村
厚
生

　
☎
４
４
３
│
５
４
８
９

八
街
を
良
く
す
る
会

時
７
月
20
日
㈰

　
午
後
１
時
〜
３
時

場
一
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

　
ー

内
八
街
市
を
良
く
す
る
た
め
の

　
話
し
合
い

問
木
村
厚
生

　
☎
４
４
３
│
５
４
８
９

介
護
教
室

　
プ
ロ
の
介
護
方
法
を
体
験
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

時
７
月
24
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
〜

場
介
護
予
防
ス
ポ
ー
ツ
施
設
サ

　
イ
ク
ル
ハ
ウ
ス

内
介
護
を
す
る
人
の
た
め
の
腰

　
痛
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
と
エ
ク

　
サ
サ
イ
ズ

定
20
人
（
先
着
順
）

費
無
料

申
八
街
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
４
４
３
―
０
７
４
８

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
登
記
無
料
相
談

時
７
月
９
日
㈬

　
午
前
９
時
〜
正
午

場
千
葉
地
方
法
務
局
佐
倉
支
局
、

　
同
成
田
出
張
所

相
談
内
容
　
　
　
　

　
土
地
…
境
界
問
題
、
分
筆
、

　
　
　
　
合
筆
、
地
積
更
正
、

　
　
　
　
地
目
変
更
登
記

　
建
物
…
新
築
、
増
築
、
滅
失

　
　
　
　
な
ど
の
登
記

問
千
葉
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

　
印
旛
支
部
長
飯
沼
敏
夫

　
☎
３
０
８
│
５
５
４
６

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
ち
ば
出
張
版

面
接
練
習
セ
ミ
ナ
ー
i
n
富
里

　
面
接
時
の
基
本
的
な
立
ち
居

振
る
舞
い
方
な
ど
の
ポ
イ
ン
ト
、

自
己
P
R
の
仕
方
な
ど
の
練
習

を
実
践
形
式
で
行
い
ま
す
。

　
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
に
よ
る
個
別
相
談
（
１

人
10
分
程
度
）
も
受
け
ら
れ
ま

す
。
※
失
業
給
付
受
給
中
の
方

は
就
職
活
動
の
実
績
に
な
り
ま

す
。

時
７
月
３
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

場
富
里
北
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

　
ン
タ
ー

対
15
歳
〜
39
歳
ま
で
の
就
職
希

　
望
者

定
20
人
（
予
約
制
）

申
商
工
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
０
５

明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
・

標
語
作
品
を
募
集
し
ま
す

　
私
た
ち
の
生
活
と
政
治
は
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
明

日
の
生
活
を
良
く
す
る
た
め
に

も
民
主
政
治
の
健
全
な
発
展
が

不
可
欠
で
す
。

　
そ
し
て
、
き
れ
い
な
政
治
に

は
、
明
る
い
選
挙
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
皆
さ
ん
が
選
挙
に

関
心
を
持
ち
、
明
る
い
選
挙
の

推
進
に
役
立
つ
ポ
ス
タ
ー
・
標

語
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
内
容
　

・
明
る
い
選
挙
、
き
れ
い
な
選

挙
を
推
進
す
る
も
の

・
投
票
の
棄
権
防
止
を
呼
び
か

け
る
も
の

対
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
、

　
一
般

〆
９
月
12
日
㈮

応
募
先
　

　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
（
総
務
課
行
政
班
）

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
３

耕
作
放
棄
地
再
生
の
支
援
策

　
雑
草
が
茂
る
耕
作
放
棄
地
は
、

地
域
環
境
に
悪
影
響
を
与
え
て

い
ま
す
。

　
そ
こ
で
国
や
県
で
は
、
草
刈

り
な
ど
の
経
費
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
再
生
作
業
を

支
援
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
耕

作
放
棄
地
活
用
応
援
団
」
も
募

集
中
で
す
。

問
農
政
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
０
２

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て
み

よ
う

　
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
（
フ

リ
ス
ビ
ー
）
を
投
げ
て
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
の
形
を
し
た
ゴ
ー
ル
に

何
回
目
で
入
れ
ら
れ
る
か
を
競

う
、
ど
な
た
で
も
で
き
る
手
軽

な
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

時
７
月
13
日
㈰
・
８
月
24
日
㈰

　
・
９
月
28
日
㈰

　
各
日
と
も
午
前
10
時
〜
正
午

　
（
雨
天
中
止
）

場
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

費
無
料

申
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
前
日
の

　
午
後
４
時
ま
で
）
※
当
日
可

　
☎
４
４
３
│
１
４
６
５

こ
ん
な
電
話
は
詐
欺
で
す
！

・
携
帯
変
え
た

・
す
ぐ
に
お
金
が
必
要

・
○
○
ま
で
持
っ
て
き
て
、
○

　
○
が
取
り
に
行
く
（
他
人
を

　
利
用
し
て
顔
を
見
せ
な
い
）

・
カ
ー
ド
を
預
か
る
、
暗
証
番

　
号
を
教
え
て
（
警
察
官
や
銀

　
行
関
係
者
が
暗
証
番
号
を
聞

　
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）

・
お
金
が
も
ど
っ
て
く
る

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
出
向
い
て
（
年
金

　
事
務
所
や
自
治
体
職
員
が
Ａ

　
Ｔ
Ｍ
へ
出
向
く
よ
う
要
求
す

　
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）

問
千
葉
県
警
察
本
部

　
振
り
込
め
詐
欺
相
談
専
用
ダ

　
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０
│

　
　
　
　
　
４
９
４
│
５
０
６

屋
形
船
に
よ
る
印
旛
沼
観
察
会

時
７
月
24
日
㈭

　
（
４
回
運
行
・
各
２
搜
）

　
第
１
便
午
前
９
時
〜

　
第
２
便
午
前
10
時
30
分
〜

　
第
３
便
午
後
０
時
30
分
〜

　
第
４
便
午
後
２
時
〜

※
悪
天
候
の
場
合
７
月
25
日
㈮

場
佐
倉
ふ
る
さ
と
広
場

定
各
回
40
人
（
印
旛
沼
流
域
市

　
町
在
住
の
小
学
生
以
上
、
応

　
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

費
１
０
０
円
（
保
険
料
込
）

申
往
復
は
が
き
に
、
①
第
１
希

　
望
便
②
第
２
希
望
便
③
参
加

　
人
数
（
１
枚
５
人
ま
で
）
④

　
乗
船
希
望
者
全
員
の
氏
名
、

　
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
を

　
明
記
し
郵
送
。

　
〒
２
８
５
│
８
５
３
３

　
佐
倉
市
宮
小
路
町
１
２
番
地

　
（
公
財
）
印
旛
沼
環
境
基
金

〆
７
月
11
日
㈮
消
印
有
効

問
（
公
財
）
印
旛
沼
環
境
基
金

　
☎
４
８
５
│
０
３
９
７

視
覚
障
害
体
験
ス
ク
ー
ル
受
講

者
募
集

点
字
講
座
（
先
着
30
人
）

時
８
月
19
日
㈫

ガ
イ
ド
歩
行
講
座
（
先
着
30
人
）

時
８
月
20
日
㈬

※
視
覚
障
害
者
と
歩
く
時
の
ガ

イ
ド
の
仕
方
、
ア
イ
マ
ス
ク
を

装
着
し
実
際
に
歩
く
。

★
両
日
と
も
午
前
10
時
〜

　
　
　
　
　
　
午
後
３
時
30
分

場
千
葉
県
立
千
葉
盲
学
校

費
無
料

対
小
学
４
年
生
以
上

※
お
子
さ
ん
を
見
守
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

〆
８
月
１
日
㈮

申
千
葉
県
立
千
葉
盲
学
校

　
☎
４
２
２
│
０
２
３
１

第
３
回
オ
ス
ト
メ
イ
ト
社
会
適

応
訓
練
講
習
会

内
補
装
具
展
示
相
談
・
講
演
と

　
情
報
交
換
会

時
７
月
12
日
㈯

　
正
午
〜
午
後
４
時

対
オ
ス
ト
メ
イ
ト
と
そ
の
家
族
、

　
医
療
関
係
従
事
者
、
担
当
職

　
員
な
ど

場
茂
原
市
茂
原
市
民
室

問
千
葉
県
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会

　
☎
３
０
９
│
７
５
７
１

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・
サ

マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
６
０
０
０

万
を
発
売

　
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
お

よ
び
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
６

０
０
０
万
は
、
市
町
村
の
振
興

を
目
的
と
し
た
宝
く
じ
で
、
そ

の
収
益
金
は
、
協
会
を
通
じ
て

各
市
町
村
に
直
接
分
配
さ
れ
、

幅
広
い
事
業
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

発
売
場
所

　
全
国
の
宝
く
じ
売
場

　
※
通
信
販
売
で
の
購
入
も
可
。

※
収
益
金
の
各
都
道
府
県
へ
の

分
配
は
、
都
道
府
県
別
の
販
売

実
績
の
割
合
に
よ
る
た
め
、
ぜ

ひ
千
葉
県
内
で
の
購
入
を
。

発
売
期
間

　
７
月
４
日
〜
25
日

抽
選
日
　
８
月
５
日
㈫

問
公
益
財
団
法
人
千
葉
県
市
町

　
村
振
興
協
会

　
☎
３
１
１
│
４
１
６
２

み
ん
な
の
広
場

み
ん
な
の
広
場

お
知
ら
せ

伝
言
板

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

問 時場内問 時場内時場内

定費申問 時場時場対

対

定申問 対〆

問時場費申問

問 時場定費申〆場対費

申〆時 内対問場問

時時
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市の 公 共施設の一室を子育て親子の交流の場として開放しています市 の 公 共施設の一室を子育て親子の交流の場として開放しています市 の 公 共施設の一室を子育て親子の交流の場として開放しています市 の 公 共施設の一室を子育て親子の交流の場として開放しています
〈開放時間〉　午前９時～午後４時
〈使用の注意事項〉
　○特定の団体のみの使用はできません。
　○事故やケガなどには十分注意してください。
　問児童家庭課☎４４３－１６９３

○総合保健福祉センター開放日
　７月４日㈮・11日㈮・
　　　18日㈮・23日㈬・
　　　25日㈮・29日㈫・
　　　30日㈬

○スポーツプラザ開放日
７月１日㈫・２日㈬・７日㈪・
　　８日㈫・９日㈬・14日㈪・
　　15日㈫・16日㈬・17日㈭・
　　22日㈫・23日㈬・24日㈭・
　　28日㈪・29日㈫・30日㈬・
　　31日㈭

○総合保健福祉センター開放日 ○スポーツプラザ開放日

特
定
健
康
診
査
、
後
期
高
齢
者

健
康
診
査
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検

診
、
前
立
腺
が
ん
検
診
が
始
ま

り
ま
す

時
８
月
６
日
〜
31
日

※
８
月
13
日
〜
15
日
は
除
く

受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜
10
時
30
分

　
午
後
１
時
〜
２
時
30
分

健
診
会
場

　
お
住
ま
い
の
地
区
を
巡
回
し

　
ま
す
。

特
定
健
康
診
査

対
40
歳
以
上
の
八
街
市
国
民
健

　
康
保
険
加
入
者

費
１
０
０
０
円

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

対
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

健
康
診
査

対
生
活
保
護
受
給
者
、
中
国
残

　
留
邦
人
支
援
受
給
者

内
身
体
測
定
、
尿
検
査
、
血
圧

　
測
定
、
血
液
検
査
、
医
師
の

　
診
察
な
ど

注
意
事
項

※
受
診
票
は
６
月
２
日
現
在
の

情
報
で
発
送
し
ま
す
。

　
持
ち
物
・
健
診
会
場
な
ど
に

つ
い
て
は
、
同
封
の
お
知
ら
せ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
た

方
・
受
け
る
予
定
の
あ
る
方

　
特
定
健
康
診
査
・
後
期
高
齢

者
健
康
診
査
と
併
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

対
40
〜
45
歳
の
方
（
昭
和
44
年

　
４
月
１
日
〜
昭
和
50
年
３
月

　
31
日
生
ま
れ
の
方
）

内
血
液
検
査
（
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝

　
炎
ウ
イ
ル
ス
）

注
意
事
項

　
対
象
者
全
員
に
受
診
票
を
発

送
し
ま
す
の
で
検
診
当
日
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
来
年
度
よ
り
、
年
度
末
40
歳

の
方
の
み
対
象
と
な
り
ま
す
。

前
立
腺
が
ん
検
診

対
50
歳
以
上
の
男
性
（
昭
和
40

　
年
３
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ

　
た
方
）

費
５
０
０
円

内
血
液
検
査
（
Ｐ
Ｓ
Ａ
検
査
）

注
意
事
項

　
新
た
に
前
立
腺
が
ん
検
診
を

受
け
ら
れ
る
年
齢
に
達
す
る
方

（
新
50
歳
）
、
昨
年
度
前
立
腺

が
ん
検
診
を
受
け
た
方
、
申
し

込
み
を
さ
れ
た
方
に
は
受
診
票

を
発
送
し
ま
す
の
で
検
診
当
日

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
受
診
票
の
郵
送
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
健
康
管
理
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

○
特
定
健
康
診
査

　
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

○
そ
の
他
の
検
診

　
健
康
管
理
課

　
☎
４
４
３
│
１
６
３
１

中
高
年
の
た
め
の
リ
ズ
ム
体

操
・
ス
ト
レ
ッ
チ

　
市
民
の
健
康
づ
く
り
活
動
を

行
う
保
健
推
進
員
が
、
楽
し
く

身
体
を
動
か
せ
る
リ
ズ
ム
体
操

・
ス
ト
レ
ッ
チ
を
紹
介
し
ま
す
。

時
①
７
月
22
日
㈫

　
②
９
月
18
日
㈭

　
各
日
と
も
午
前
10
時
〜
正
午

　
※
２
回
で
１
コ
ー
ス

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
中
高
年
の
男
女

定
30
人
（
先
着
順
）

持
ち
物
　
汗
拭
き
タ
オ
ル
、
飲    

　
　
　
　
料
水
、
筆
記
用
具
、

　
　
　
　
外
用
運
動
靴

※
運
動
で
き
る
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

〆
７
月
15
日
㈫

子
ど
も
の
「
食
」
教
室

　〜
親

子
で
し
っ
か
り
・
朝
ご
飯
〜

　
今
回
の
教
室
で
は
、
暑
さ
に

負
け
な
い
よ
う
に
野
菜
を
た
っ

ぷ
り
と
使
い
、
鉄
分
や
カ
ル
シ

ウ
ム
も
と
れ
、
夏
休
み
の
朝
ご

飯
や
ラ
ン
チ
に
も
な
る
メ
ニ
ュ

ー
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
親
子
で
参
加
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

時
７
月
31
日
㈭

　
午
前
10
時
〜
午
後
１
時
30
分

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
講
話
と
調
理
実
習
（
タ
コ
ラ

　
イ
ス
・
カ
リ
カ
リ
中
華
サ
ラ

　
ダ
・
デ
ザ
ー
ト
）

対
小
学
生
の
子
ど
も
と
そ
の
保

こ
ん
に
ち
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
管
理
課
☎
４
４
３
│
１
６
３
１
へ
。

　
護
者
（
各
１
人
）
　
　

定
12
組
（
先
着
順
）

費
１
組
６
０
０
円

〆
７
月
23
日
㈬

※
詳
細
は
受
講
決
定
者
に
通
知

し
ま
す
。

※
１
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
は
保

育
有
り
。

※
子
ど
も
２
人
の
参
加
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
申
し
込
み
期

限
を
過
ぎ
て
定
員
に
達
し
な
い

場
合
に
限
り
参
加
可
能
。

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

資
　
格
　
不
要

勤
務
時
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
の
う

　
ち
数
時
間
程
度

雇
用
期
間

　
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
　

仕
事
の
内
容

　
が
ん
検
診
な
ど
の
受
付
、
誘

　
導
お
よ
び
検
診
の
準
備
に
関

　
す
る
事
務
な
ど

賃
　
金

　
時
給
７
９
０
円

　
交
通
費
１
０
０
円
／
日

　
（
片
道
２
㎞
以
上
に
限
る
）

加
入
保
険
　
労
災
保
険

子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
を

更
新
し
ま
す

　
毎
年
８
月
１
日
に
新
し
い
受

給
券
に
な
り
ま
す
。

　
新
し
い
受
給
券
は
７
月
下
旬

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
が
、
８
月

１
日
を
過
ぎ
て
も
届
か
な
い
場

合
は
健
康
管
理
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
次
の
場
合
は
届
け
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

◎
転
職
な
ど
に
よ
る
健
康
保
険

　
証
の
変
更

◎
再
婚
・
離
婚
な
ど
に
よ
る
世

　
帯
状
況
の
変
更

◎
転
居
・
転
出
に
よ
る
住
所
の

　
変
更

マ
マ
に
な
ろ
う
！
ハ
ッ
ピ
ー
ル

ー
ム
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

対
出
産
予
定
日
が
10
月
〜
12
月

　
の
方
（
こ
の
範
囲
外
の
方
で

　
も
参
加
で
き
ま
す
。
）

定
20
人
（
先
着
順
） 

内
助
産
師
の
お
話
、
フ
リ
フ
リ

　
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
体
操
、
マ
マ

　
ハ
ピ
カ
フ
ェ
、
先
輩
マ
マ
＆

　
赤
ち
ゃ
ん
と
の
ふ
れ
あ
い
、

　
妊
娠
期
か
ら
の
栄
養
の
話
と

　
調
理
実
習
、
歯
の
話
、
お
風

　
呂
の
入
れ
方
な
ど  

時
①
８
月
５
日
㈫
、
②
８
月
22

　
日
㈮
、
③
９
月
６
日
㈯

※
①
〜
③
で
１
コ
ー
ス
の
日
程

　
で
す
。
ご
都
合
の
い
い
日
程

　
の
み
の
参
加
も
可
能
で
す
。

　
②
は
、
午
前
の
み
・
午
後
の

　
み
・
1
日
（
午
前
・
午
後
）

　
と
参
加
方
法
を
選
べ
ま
す
。

　
９
月
６
日
㈯
は
、
パ
パ
や
お

　
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
の
ご
家
族

　
一
緒
の
参
加
が
可
能
で
す
。

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

費
調
理
実
習
材
料
費
４
０
０
円                                                    

〆
７
月
31
日
㈭         

す
く
す
く
相
談

時
７
月
17
日
㈭
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
※
予
約
制

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

対対対

対

内

時 内 対定費〆 場

問

時

対 内費内

時場対定〆時場対 内

定費〆

費

時場



平成26年7月1日 8やちまた

※７月27日㈰は市役所
の日曜開庁日です。
　市民課・課税課・納税
課・国保年金課で業務の
一部を取り扱いますので
ご利用ください。（ただ
し、住民異動が伴う業務
・国民年金業務は取り扱
うことができません）

と　き
　○夜間　７月１日㈫・８日㈫・15日㈫・22日㈫・
　　　　　29日㈫　午後5時15分～8時
　○休日　７月27日㈰　午前8時30分～午後5時
ところ　市役所納税課
業務内容
　市税の納付、納税相談
　問納税課☎４４３─１１１５

夜間および休日の市税納付・納税相談窓口夜間および休日の市税納付・納税相談窓口

固定資産税・
都市計画税

今月の納付
２期

１期国民健康保険税

7月の移動図書館〈ひばり号〉巡回予定日時

※交進小学校・朝陽小学校・笹引小学校・川上小学校では一般の方
は利用できません。
※暴風雨などの悪天候の時は運行を中止します。
※24日の笹引小学校・川上小学校は夏休み期間中のため運休します。

図書館に行ってみよう
図書館のホームページ　http://www.library.yachimata.chiba.jp

電話番号　043－444－4946

〈夏休み子ども科学講座〉※無料
　東京湾に生息する珍しい魚の話…博士と一緒に深海大冒険
　７月24日㈭　午前10時～11時30分
　対市内在住・在学の小学校３年生～６年生
　定50人（先着順）　費無料
　申図書館カウンターまたは電話
〈今月の催し〉
◇えほんがうごくえいがかい【対象：３歳程度～】
　７月12日㈯　午前10時30分～11時、午後２時～２時30分
　『ねずみくんのチョッキ』、『りんごがたべたいねずみくん』、
　『コップをわったねずみくん』、『また！ねずみくんのチ
　ョッキ』、『ねずみくんとブランコ』
◇パラダイスシアター【対象：一般】
　７月１日㈫　午前10時30分～、午後２時～（各50分）
　『世界大紀行　第30巻～デンマーク紀行コペンハーゲン他～』
　７月８日㈫ 午前10時30分～、午後２時～（各１０８分）
　『モンパルナスの灯』（主演：ジェラール・フィリップ）
　７月15日㈫ 午前10時30分～、午後２時～（各90分）
　『父の詫び状』（主演：杉浦　直樹）
　７月20日㈰　午後２時～（１０８分）
　『モンパルナスの灯』（主演：ジェラール・フィリップ）
〈今月の休館日〉

　  ７・14・21・22・28・31

場　　　所
交 進 小 学 校
榎戸第２児童公園付近（泉台）
藤 の 台 集 会 所
みどり台第１児童公園

時　　　　間
午後０時50分～１時20分
午後１時50分～２時10分
午後２時30分～２時50分
午後３時10分～３時30分

時　　　　間
午前10時00分～10時30分
午後０時30分～１時00分
午後１時20分～１時40分
午後２時00分～２時30分
午後２時50分～３時20分

時　　　　間
午後１時10分～１時30分
午後１時40分～２時00分
午後２時20分～２時40分
午後３時10分～３時30分

時　　　　間
午前９時40分～10時00分
午前10時10分～10時30分
午後１時20分～１時40分
午後２時00分～２時30分
午後３時00分～３時20分

場　　　所
二 州 小 学 校 沖 分 校
八 街 市 役 所
文違コミュニティセンター
市 営 住 宅 朝 陽 団 地
朝 陽 小 学 校

場　　　所
二 州 小 学 校
ＪＡいんば物流合理化センター前
吉 倉 ガ ー デ ン タ ウ ン
朝日区コミュニティーセンター

場　　　所
市 営 住 宅 笹 引 団 地
笹 引 小 学 校
川 上 小 学 校
大谷流子どもの遊び場
希 望 ヶ 丘

２日・16日（第１・第３水曜日）

３日・17日（第１・第３木曜日）

９日・23日（第２・第４水曜日）

10日・24日（第２・第４木曜日）

図書館に行ってみよう
図書館のホームページ　http://www.library.yachimata.chiba.jp

電話番号　043－444－4946

図書館は、休館日を除く毎週水曜日・金曜日は
午後７時まで開館しています

相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。相 談 コ ー ナ ー相 談 コ ー ナ ー相 談 コ ー ナ ー
［法律相談（弁護士）］

［心配ごと相談］

［こころの健康相談］

［年 金 相 談］

［交通事故相談］

［人権・行政合同相談］

［農 地 相 談］

［多重債務者相談（市税滞納者）］

［家庭児童相談］

［学校教育相談］

［家庭教育相談］

［消費生活相談］

７月２日㈬・16日㈬
午後１時～４時
毎週水曜日
午後１時～４時
７月14日㈪
午後２時～４時

７月18日㈮
午前10時～午後３時
７月24日㈭
午後１時～４時
７月24日㈭
午後１時～４時
７月27日㈰
午後２時～４時
毎週月～金曜日
午前９時30分～午後４時
毎週月～金曜日
午前９時～午後４時
毎週月～金曜日
午前９時～午後４時
毎週月～金曜日
午前９時～午後４時

総合保健
福祉センター
総合保健
福祉センター
総合保健
福祉センター

総合保健
福祉センター
市役所１階
第１相談室
農業委員会
会長室

総合保健
福祉センター
教育委員会
学校教育課
教育委員会
社会教育課
市役所１階
商工課内

受付は先着10人まで。申電話で相談当日午前８時30
分から社会福祉協議会☎４４３－０７４８

問社会福祉協議会☎４４３－０７４８

予約制。
申防災課☎４４３－１１１９

問総務課☎４４３－１１１３

予約制。
申農業委員会事務局☎４４３－１４８３
受付は先着６人まで。
申納税課窓口または☎４４３－１１１５
電話相談も受け付けます。
問児童家庭課☎４４３－１６９３
電話相談も受け付けます。
問学校教育課☎４４３－１４４６

問社会教育課☎４４３－１４６４

問八街市消費生活センター
　☎４４３－９２９９

納税課

（祝日を除く）

（祝日を除く）

（祝日を除く）

（祝日を除く）

（祝日を除く）

問障がい福祉課☎４４３－１６４９

年金相談は隔月（偶数月）第３木曜日に開催となりました。
問国保年金課☎４４３－１１３９
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